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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （介護認定審査会の委員の定数） 

第２条 墨田区介護認定審査会（以下「認定

審査会」という。）の委員の定数は、１４

５人以内とする。 

 （保険料率） 

第１０条 平成２４年度から平成２６年度ま

での各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ３万２，８

５０円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３万２，８５０円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４万９，２７５円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

６万５，７００円 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者 ７万３，

９１２円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条にお

いて同じ。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生活

保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ又は第１１号イに該当

する者を除く。） 

 〔同左〕 

第２条 墨田区介護認定審査会（以下「認定

審査会」という。）の委員の定数は、１２

５人以内とする。 

 〔同左〕 

第１０条 平成２１年度から平成２３年度ま

での各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ２万４，３

１２円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

２万４，３１２円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

３万６，４６８円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

４万８，６２４円 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者 ５万３，

４８６円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条にお

いて同じ。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生活

保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ又は第１０号イに該当する者を除

く。） 



 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万２，

１２５円 

  ア 合計所得金額が１９０万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０

号イ又は第１１号イに該当する者を除

く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９万８，

５５０円 

  ア 合計所得金額が２５０万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ又は第

１１号イに該当する者を除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １０万

８，４０５円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０号イ又は第１

１号イに該当する者を除く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １２万

１，５４５円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１１号イに該当する者を

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ６万７８

０円 

  ア 合計所得金額が２００万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ又は第１

０号イに該当する者を除く。） 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ７万２，

９３６円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号イ又は第１０

号イに該当する者を除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 ７万７，

７９８円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１０号イに該当する者を



除く。） 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １５万

１，１１０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １６万

７，５３５円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑿ 前各号のいずれにも該当しない者 １

８万３，９６０円 

 （賦課期日後に第１号被保険者の資格の取

得又は喪失等があった場合の取扱い） 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはハ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第１０条第５

号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当

するに至った第１号被保険者に係る保険料

の額は、当該該当するに至った日の属する

月の前月まで月割りにより算定した当該第

１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第３９条

第１項第１号から第４号まで及び第１０条

第５号から第１１号までのいずれかに規定

する者として月割りにより算定した保険料

の額との合算額とする。 

４ 〔略〕 

         
 

除く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 ８万２，

６６０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 ８万７，

５２３円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑾ 前各号のいずれにも該当しない者 ９

万２，３８５円 

 〔同左〕 

 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはハ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第１０条第５

号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、第

９号イ又は第１０号イに該当するに至った

第１号被保険者に係る保険料の額は、当該

該当するに至った日の属する月の前月まで

月割りにより算定した当該第１号被保険者

に係る保険料の額と当該該当するに至った

日の属する月から令第３９条第１項第１号

から第４号まで及び第１０条第５号から第

１０号までのいずれかに規定する者として

月割りにより算定した保険料の額との合算

額とする。 

４ 〔略〕 

         
   

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２３年度までの保険料率については、なお従前の例による。 

 （平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例） 

３ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

附則第１４条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用す



る場合を含む。次項において同じ。）並びに第１５条第１項及び第２項

（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。次項において同

じ。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度まで

の保険料率は、この条例による改正後の墨田区介護保険条例（以下「新

条例」という。）第１０条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 ⑴ 令附則第１４条第１項又は第２項に規定する者 ４万１，０６２円 

 ⑵ 令附則第１５条第１項又は第２項に規定する者 ５万７，４８７円 

４ 平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率は、新条例第１

０条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 新条例第１０条第１号に掲げる者 ３万２，４００円 

 ⑵ 新条例第１０条第２号に掲げる者 ３万２，４００円 

 ⑶ 新条例第１０条第３号に掲げる者 ４万８，６００円 

 ⑷ 新条例第１０条第４号に掲げる者 ６万４，８００円 

 ⑸ 新条例第１０条第５号に掲げる者 ７万２，９００円 

 ⑹ 新条例第１０条第６号に掲げる者 ８万１，０００円 

 ⑺ 新条例第１０条第７号に掲げる者 ９万７，２００円 

 ⑻ 新条例第１０条第８号に掲げる者 １０万６，９２０円 

 ⑼ 新条例第１０条第９号に掲げる者 １１万９，８８０円 

 ⑽ 新条例第１０条第１０号に掲げる者 １４万９，０４０円 

 ⑾ 新条例第１０条第１１号に掲げる者 １６万５，２４０円 

 ⑿ 新条例第１０条第１２号に掲げる者 １８万１，４４０円 

 ⒀ 令附則第１４条第１項又は第２項に規定する者 ４万５００円 

 ⒁ 令附則第１５条第１項又は第２項に規定する者 ５万６，７００円 

 （賦課期日後に令附則第１４条第２項又は第１５条第２項に該当するに

至った第１号被保険者の取扱い） 

５ 保険料の賦課期日（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３０

条に規定する保険料の賦課期日をいう。）後に令附則第１４条第２項（同

条第３項及び第４項において準用する場合を含む。以下この項において



同じ。）又は第１５条第２項（同条第３項及び第４項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）に該当するに至った第１号被

保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月

まで月割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該

該当するに至った日の属する月から令附則第１４条第２項又は第１５条

第２項に規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額

とする。 

６ 前項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 


